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ⅡⅡⅡⅡ        調調調調    査査査査    結結結結    果果果果    のののの    概概概概    要要要要    

 

１１１１    仕事仕事仕事仕事とととと家庭家庭家庭家庭のののの両立支援両立支援両立支援両立支援のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて    

 

（（（（１１１１））））育児休業制度育児休業制度育児休業制度育児休業制度のののの規定規定規定規定    ①①①①育児休業制度育児休業制度育児休業制度育児休業制度のののの規定状況規定状況規定状況規定状況    育児休業制度の規定状況をみると、就業規則に「規定している」が 84.5％で、前回調査（平成
23年度）の 85.4％と比べると、0.9ポイント減となっている。 これを規模別にみると、300人以上で 100.0％と最も高く、規模が小さくなるほど低くなっており、10～29人で 63.9％となっている。 また、産業別では、金融・保険・不動産業が 96.8％と最も高く、次いで運輸・通信業が 90.5％、サービス業が 85.9％の順となっている。（図 1-1） 

 図1-1　育児休業制度の規定状況 84.563.9 88.0 98.676.7 84.8 90.580.9 96.879.4 85.9
100.0

40 60 80 100
調 査 産 業 計１０人～２９人３０人～９９人１００人～２９９人３００人以上建　　　設　　　業製　　　造　　　業運 輸 ・ 通 信 業卸 売 ・ 小 売 業金融・保険・不動産業飲食店・宿泊業サ　ー　ビ　ス　業 （％）
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②②②②育児休業育児休業育児休業育児休業のののの期間期間期間期間    制度の規定がある事業所における育児休業が取得できる期間をみると、正規労働者においては、「子が１歳半未満」が 81.4％と最も高く、次いで「子が３歳未満」が 11.9％、「子が２歳未満」が
2.8％となっている。（表 1-1） パートタイム労働者においては、「子が１歳半未満」が 74.9％と最も高く、次いで「子が３歳未満」が 5.6％、「子が２歳未満」が 2.5％となっている。（表 1-2） 
 表表表表 1111----1111    育児休業育児休業育児休業育児休業のののの期間期間期間期間（（（（正規正規正規正規労働者労働者労働者労働者））））    

    
 表表表表 1111----2222    育児休業育児休業育児休業育児休業のののの期間期間期間期間（（（（パートタイムパートタイムパートタイムパートタイム労働者労働者労働者労働者））））    

    
 

 

％（件数）区　　　分調 査 産 業 計 100.0 ( 354 ) 74.9 ( 265 ) 2.5 ( 9 ) 5.6 ( 20 ) 0.6 ( 2 ) 16.4 ( 58 )１０人～２９人 100.0 ( 92 ) 65.2 ( 60 ) 4.3 ( 4 ) 4.3 ( 4 ) 0.0 ( 0 ) 26.1 ( 24 )３０人～９９人 100.0 ( 88 ) 83.0 ( 73 ) 1.1 ( 1 ) 1.1 ( 1 ) 0.0 ( 0 ) 14.8 ( 13 )１００人～２９９人 100.0 ( 70 ) 85.7 ( 60 ) 0.0 ( 0 ) 2.9 ( 2 ) 1.4 ( 1 ) 10.0 ( 7 )３００人以上 100.0 ( 104 ) 69.2 ( 72 ) 3.8 ( 4 ) 12.5 ( 13 ) 1.0 ( 1 ) 13.5 ( 14 )建　　　設　　　業 100.0 ( 23 ) 21.7 ( 5 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 ) 78.3 ( 18 )製　　　造　　　業 100.0 ( 67 ) 91.0 ( 61 ) 0.0 ( 0 ) 1.5 ( 1 ) 0.0 ( 0 ) 7.5 ( 5 )運 輸 ・ 通 信 業 100.0 ( 19 ) 78.9 ( 15 ) 10.5 ( 2 ) 5.3 ( 1 ) 0.0 ( 0 ) 5.3 ( 1 )卸 売 ・ 小 売 業 100.0 ( 72 ) 70.8 ( 51 ) 1.4 ( 1 ) 11.1 ( 8 ) 1.4 ( 1 ) 15.3 ( 11 )金融・保険・不動産業 100.0 ( 30 ) 70.0 ( 21 ) 6.7 ( 2 ) 10.0 ( 3 ) 0.0 ( 0 ) 13.3 ( 4 )飲食店・宿泊業 100.0 ( 27 ) 85.2 ( 23 ) 3.7 ( 1 ) 3.7 ( 1 ) 0.0 ( 0 ) 7.4 ( 2 )サ　ー　ビ　ス　業 100.0 ( 116 ) 76.7 ( 89 ) 2.6 ( 3 ) 5.2 ( 6 ) 0.9 ( 1 ) 14.7 ( 17 )
３歳未満 ３歳以上 無回答・不明計 １歳半未満 ２歳未満

％（件数）区　　　分調 査 産 業 計 100.0 ( 354 ) 81.4 ( 288 ) 2.8 ( 10 ) 11.9 ( 42 ) 1.4 ( 5 ) 2.5 ( 9 )１０人～２９人 100.0 ( 92 ) 80.4 ( 74 ) 4.3 ( 4 ) 13.0 ( 12 ) 0.0 ( 0 ) 2.2 ( 2 )３０人～９９人 100.0 ( 88 ) 92.0 ( 81 ) 1.1 ( 1 ) 3.4 ( 3 ) 0.0 ( 0 ) 3.4 ( 3 )１００人～２９９人 100.0 ( 70 ) 92.9 ( 65 ) 0.0 ( 0 ) 2.9 ( 2 ) 2.9 ( 2 ) 1.4 ( 1 )３００人以上 100.0 ( 104 ) 65.4 ( 68 ) 4.8 ( 5 ) 24.0 ( 25 ) 2.9 ( 3 ) 2.9 ( 3 )建　　　設　　　業 100.0 ( 23 ) 91.3 ( 21 ) 4.3 ( 1 ) 4.3 ( 1 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 )製　　　造　　　業 100.0 ( 67 ) 92.5 ( 62 ) 0.0 ( 0 ) 1.5 ( 1 ) 4.5 ( 3 ) 1.5 ( 1 )運 輸 ・ 通 信 業 100.0 ( 19 ) 73.7 ( 14 ) 10.5 ( 2 ) 15.8 ( 3 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 )卸 売 ・ 小 売 業 100.0 ( 72 ) 81.9 ( 59 ) 0.0 ( 0 ) 13.9 ( 10 ) 1.4 ( 1 ) 2.8 ( 2 )金融・保険・不動産業 100.0 ( 30 ) 66.7 ( 20 ) 10.0 ( 3 ) 23.3 ( 7 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 )飲食店・宿泊業 100.0 ( 27 ) 85.2 ( 23 ) 3.7 ( 1 ) 3.7 ( 1 ) 0.0 ( 0 ) 7.4 ( 2 )サ　ー　ビ　ス　業 100.0 ( 116 ) 76.7 ( 89 ) 2.6 ( 3 ) 16.4 ( 19 ) 0.9 ( 1 ) 3.4 ( 4 )
３歳以上 無回答・不明計 １歳半未満 ２歳未満 ３歳未満
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（（（（２２２２））））育児育児育児育児をををを支援支援支援支援するためするためするためするためのののの措置措置措置措置    育児を支援するための措置の状況をみると、就業規則に「規定している」が 78.8％で、前回調査（平成 23年度）の 82.6％と比べると、3.8ポイント減となっている。 これを規模別にみると、300 人以上では 95.2％と最も高く、規模が小さくなるほど規定している割合が低く、10～29人が 56.9％となっている。産業別では、金融・保険・不動産業が 96.8％と最も高く、次いで運輸・通信業が 85.7％、サービス業が 83.7％の順となっている。（図 2-1） 
 図2-1　育児を支援するための措置 78.856.9 82.0 94.495.263.3 74.7 85.776.4 96.867.6 83.70 20 40 60 80 100

調 査 産 業 計１０人～２９人３０人～９９人１００人～２９９人３００人以上建　　　設　　　業製　　　造　　　業運 輸 ・ 通 信 業卸 売 ・ 小 売 業金融・保険・不動産業飲食店・宿泊業サ　ー　ビ　ス　業 （％）
     育児を支援するための措置の最長利用期間をみると、｢子が３歳未満｣が 32.2％、「子が就学まで」が 30.8％となっている。（表 2-1） 措置の内容（複数回答）をみると、「勤務時間の短縮措置」が 73.0％と最も高く、次いで「所定外労働の免除」が 64.7％、「始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ」が 31.0％、「育児休業に準ずる措置」が 18.1％、「フレックスタイム制」が 11.9％、「育児に要する経費の援助措置」が 5.5％、「事業所内託児施設の設置・運営」が 3.8％となっている。（図 2-2） 

 表表表表 2222----1111    育児育児育児育児のためののためののためののための勤務時間短縮等勤務時間短縮等勤務時間短縮等勤務時間短縮等のののの措置措置措置措置のののの期間期間期間期間    

        
 

％（件数）調 査 産 業 計 100.0 ( 419 ) 78.8 ( 330 ) 32.2 ( 135 ) 30.8 ( 129 ) 15.8 ( 66 ) 15.0 ( 63 ) 6.2 ( 26 )１０人～２９人 100.0 ( 144 ) 56.9 ( 82 ) 34.0 ( 49 ) 15.3 ( 22 ) 7.6 ( 11 ) 29.2 ( 42 ) 13.9 ( 20 )３０人～９９人 100.0 ( 100 ) 82.0 ( 82 ) 31.0 ( 31 ) 45.0 ( 45 ) 6.0 ( 6 ) 14.0 ( 14 ) 4.0 ( 4 )１００人～２９９人 100.0 ( 71 ) 94.4 ( 67 ) 40.8 ( 29 ) 31.0 ( 22 ) 22.5 ( 16 ) 5.6 ( 4 ) 0.0 ( 0 )３００人以上 100.0 ( 104 ) 95.2 ( 99 ) 25.0 ( 26 ) 38.5 ( 40 ) 31.7 ( 33 ) 2.9 ( 3 ) 1.9 ( 2 )建　　　設　　　業 100.0 ( 30 ) 63.3 ( 19 ) 40.0 ( 12 ) 16.7 ( 5 ) 6.7 ( 2 ) 26.7 ( 8 ) 10.0 ( 3 )製　　　造　　　業 100.0 ( 79 ) 74.7 ( 59 ) 22.8 ( 18 ) 38.0 ( 30 ) 13.9 ( 11 ) 20.3 ( 16 ) 5.1 ( 4 )運 輸 ・ 通 信 業 100.0 ( 21 ) 85.7 ( 18 ) 28.6 ( 6 ) 33.3 ( 7 ) 23.8 ( 5 ) 9.5 ( 2 ) 4.8 ( 1 )卸 売 ・ 小 売 業 100.0 ( 89 ) 76.4 ( 68 ) 37.1 ( 33 ) 21.3 ( 19 ) 18.0 ( 16 ) 13.5 ( 12 ) 10.1 ( 9 )金融・保険・不動産業 100.0 ( 31 ) 96.8 ( 30 ) 9.7 ( 3 ) 54.8 ( 17 ) 32.3 ( 10 ) 3.2 ( 1 ) 0.0 ( 0 )飲食店・宿泊業 100.0 ( 34 ) 67.6 ( 23 ) 41.2 ( 14 ) 23.5 ( 8 ) 2.9 ( 1 ) 23.5 ( 8 ) 8.8 ( 3 )サ　ー　ビ　ス　業 100.0 ( 135 ) 83.7 ( 113 ) 36.3 ( 49 ) 31.9 ( 43 ) 15.6 ( 21 ) 11.9 ( 16 ) 4.4 ( 6 )
区分 制度なし 無回答・不明制度あり 最長利用期間計 3歳未満 就学まで 就学後も利用可
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図2-2　育児を支援するための措置の内容 73.064.731.018.111.95.53.8 10.00 20 40 60 80
勤務時間の短縮措置所定外労働の免除始業・就業時刻の繰上げ・繰下げ育児休業に準ずる措置フレックスタイム制育児に要する経費の援助措置事業所内託児施設の設置・運営その他 （％）             

（（（（３３３３））））子子子子のののの看護休暇看護休暇看護休暇看護休暇制度制度制度制度    ①①①①子子子子のののの看護休暇看護休暇看護休暇看護休暇制度制度制度制度のののの規定状況規定状況規定状況規定状況    子の看護休暇制度の規定状況をみると、就業規則に「規定している」が 72.1％で、前回調査（平成 23年度）の 73.0％と比べると、0.9ポイント減となっている。 これを規模別にみると、300 人以上で 96.2％と最も高く、規模が小さくなるほど低くなっており、10～29人で 41.7％となっている。 産業別では、金融・保険・不動産業が 96.8％と最も高く、次いで運輸・通信業が 81.0％、サービス業が 74.1％の順となっている。（図 3-1） 
 図3-1　子の看護休暇制度の規定状況 72.141.7 78.0 90.196.246.7 67.1 81.073.0 96.867.6 74.10 20 40 60 80 100

調 査 産 業 計１０人～２９人３０人～９９人１００人～２９９人３００人以上建　　　設　　　業製　　　造　　　業運 輸 ・ 通 信 業卸 売 ・ 小 売 業金融・保険・不動産業飲食店・宿泊業サ　ー　ビ　ス　業 （％）         
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②②②②子子子子のののの看護休暇看護休暇看護休暇看護休暇のののの期間期間期間期間    制度の規定がある事業所における休暇が取得できる期間をみると、正規労働者においては、「子が小学校就学まで」が 74.2％、次いで「子が３歳未満」が 9.9％、「子が小学校３年生まで」が 4.0％、「子が小学校卒業まで」と「子が小学校卒業後も取得できる」がともに 3.0％となっている。（表
3-1） パートタイム労働者においては、「子が小学校就学まで」が 65.9％、次いで「子が３歳未満」が
8.6％、「子が小学校３年生まで」が 3.3％、「子が小学校卒業まで」と「子が小学校卒業後も取得できる」がともに 2.0％となっている。（表 3-2） 

    表表表表 3333----1111    子子子子のののの看護休暇看護休暇看護休暇看護休暇のののの期間期間期間期間（（（（正規労働者正規労働者正規労働者正規労働者））））    

    
 表表表表 3333----2222    子子子子のののの看護休暇看護休暇看護休暇看護休暇のののの期間期間期間期間（（（（パートタイムパートタイムパートタイムパートタイム労働者労働者労働者労働者））））    

    
 

 

％（件数）区　　　分調 査 産 業 計 100.0 ( 302 ) 8.6 ( 26 ) 65.9 ( 199 ) 3.3 ( 10 ) 2.0 ( 6 ) 2.0 ( 6 ) 18.2 ( 55 )１０人～２９人 100.0 ( 60 ) 11.7 ( 7 ) 58.3 ( 35 ) 1.7 ( 1 ) 5.0 ( 3 ) 3.3 ( 2 ) 20.0 ( 12 )３０人～９９人 100.0 ( 78 ) 11.5 ( 9 ) 62.8 ( 49 ) 2.6 ( 2 ) 1.3 ( 1 ) 2.6 ( 2 ) 19.2 ( 15 )１００人～２９９人 100.0 ( 64 ) 10.9 ( 7 ) 75.0 ( 48 ) 1.6 ( 1 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 ) 12.5 ( 8 )３００人以上 100.0 ( 100 ) 3.0 ( 3 ) 67.0 ( 67 ) 6.0 ( 6 ) 2.0 ( 2 ) 2.0 ( 2 ) 20.0 ( 20 )建　　　設　　　業 100.0 ( 14 ) 7.1 ( 1 ) 14.3 ( 2 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 ) 78.6 ( 11 )製　　　造　　　業 100.0 ( 53 ) 9.4 ( 5 ) 79.2 ( 42 ) 1.9 ( 1 ) 1.9 ( 1 ) 1.9 ( 1 ) 5.7 ( 3 )運 輸 ・ 通 信 業 100.0 ( 17 ) 11.8 ( 2 ) 70.6 ( 12 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 ) 17.6 ( 3 )卸 売 ・ 小 売 業 100.0 ( 65 ) 3.1 ( 2 ) 66.2 ( 43 ) 4.6 ( 3 ) 3.1 ( 2 ) 3.1 ( 2 ) 20.0 ( 13 )金融・保険・不動産業 100.0 ( 30 ) 0.0 ( 0 ) 70.0 ( 21 ) 10.0 ( 3 ) 6.7 ( 2 ) 0.0 ( 0 ) 13.3 ( 4 )飲食店・宿泊業 100.0 ( 23 ) 17.4 ( 4 ) 65.2 ( 15 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 ) 4.3 ( 1 ) 13.0 ( 3 )サ　ー　ビ　ス　業 100.0 ( 100 ) 12.0 ( 12 ) 64.0 ( 64 ) 3.0 ( 3 ) 1.0 ( 1 ) 2.0 ( 2 ) 18.0 ( 18 )
小学校卒業まで 無回答・不明小学校卒業後も取得可小学校就学まで 小学校3年生まで計 3歳未満

％（件数）区　　　分調 査 産 業 計 100.0 ( 302 ) 9.9 ( 30 ) 74.2 ( 224 ) 4.0 ( 12 ) 3.0 ( 9 ) 3.0 ( 9 ) 6.0 ( 18 )１０人～２９人 100.0 ( 60 ) 18.3 ( 11 ) 65.0 ( 39 ) 3.3 ( 2 ) 6.7 ( 4 ) 3.3 ( 2 ) 3.3 ( 2 )３０人～９９人 100.0 ( 78 ) 11.5 ( 9 ) 69.2 ( 54 ) 3.8 ( 3 ) 2.6 ( 2 ) 2.6 ( 2 ) 10.3 ( 8 )１００人～２９９人 100.0 ( 64 ) 10.9 ( 7 ) 82.8 ( 53 ) 1.6 ( 1 ) 1.6 ( 1 ) 0.0 ( 0 ) 3.1 ( 2 )３００人以上 100.0 ( 100 ) 3.0 ( 3 ) 78.0 ( 78 ) 6.0 ( 6 ) 2.0 ( 2 ) 5.0 ( 5 ) 6.0 ( 6 )建　　　設　　　業 100.0 ( 14 ) 21.4 ( 3 ) 78.6 ( 11 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 )製　　　造　　　業 100.0 ( 53 ) 9.4 ( 5 ) 83.0 ( 44 ) 1.9 ( 1 ) 1.9 ( 1 ) 1.9 ( 1 ) 1.9 ( 1 )運 輸 ・ 通 信 業 100.0 ( 17 ) 11.8 ( 2 ) 76.5 ( 13 ) 0.0 ( 0 ) 5.9 ( 1 ) 0.0 ( 0 ) 5.9 ( 1 )卸 売 ・ 小 売 業 100.0 ( 65 ) 4.6 ( 3 ) 76.9 ( 50 ) 4.6 ( 3 ) 3.1 ( 2 ) 3.1 ( 2 ) 7.7 ( 5 )金融・保険・不動産業 100.0 ( 30 ) 3.3 ( 1 ) 70.0 ( 21 ) 10.0 ( 3 ) 10.0 ( 3 ) 6.7 ( 2 ) 0.0 ( 0 )飲食店・宿泊業 100.0 ( 23 ) 17.4 ( 4 ) 65.2 ( 15 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 ) 4.3 ( 1 ) 13.0 ( 3 )サ　ー　ビ　ス　業 100.0 ( 100 ) 12.0 ( 12 ) 70.0 ( 70 ) 5.0 ( 5 ) 2.0 ( 2 ) 3.0 ( 3 ) 8.0 ( 8 )
小学校卒業まで 無回答・不明小学校卒業後も取得可小学校就学まで計 3歳未満 小学校3年生まで
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③③③③子子子子のののの看護休暇看護休暇看護休暇看護休暇のののの日数日数日数日数    制度の規定がある事業所における休暇が取得できる日数をみると、正規労働者においては、「子１人で年５日、子 2人以上で年 10日まで」が 72.5％、次いで「子の人数に関わらず年５日まで」が 20.2％となっている。（表 3-3） パートタイム労働者においては、「子１人で年５日、子 2人以上で年 10日まで」が 61.9％、次いで「子の人数に関わらず年５日まで」が 18.9％となっている。（表 3-4） 
 表表表表 3333----3333    子子子子のののの看護休暇看護休暇看護休暇看護休暇のののの日数日数日数日数（（（（正規労働者正規労働者正規労働者正規労働者））））    

    
 表表表表 3333----4444    子子子子のののの看護休暇看護休暇看護休暇看護休暇のののの日数日数日数日数（（（（パートタイムパートタイムパートタイムパートタイム労働者労働者労働者労働者））））    

    
    

    

（（（（４４４４））））介護休業制度介護休業制度介護休業制度介護休業制度    ①①①①介護休業制度介護休業制度介護休業制度介護休業制度のののの規定状況規定状況規定状況規定状況    介護休業制度の規定状況をみると、就業規則に「規定している」が 80.0％で、前回調査（平成
23年度）の 80.4％と比べると、0.4ポイント減となっている。 これを規模別でみると、300 人以上で 99.0％と最も高く、規模が小さくなるほど低くなっており、10～29人で 54.9％となっている。 また、産業別では、金融・保険・不動産業が 96.8％と最も高く、次いで運輸・通信業が 90.5％、サービス業が 82.2％の順となっている。（図 4-1） 

％（件数）区　　　分調 査 産 業 計 100.0 ( 302 ) 18.9 ( 57 ) 61.9 ( 187 ) 4.0 ( 12 ) 15.2 ( 46 )１０人～２９人 100.0 ( 60 ) 31.7 ( 19 ) 45.0 ( 27 ) 5.0 ( 3 ) 18.3 ( 11 )３０人～９９人 100.0 ( 78 ) 28.2 ( 22 ) 53.8 ( 42 ) 6.4 ( 5 ) 11.5 ( 9 )１００人～２９９人 100.0 ( 64 ) 12.5 ( 8 ) 75.0 ( 48 ) 1.6 ( 1 ) 10.9 ( 7 )３００人以上 100.0 ( 100 ) 8.0 ( 8 ) 70.0 ( 70 ) 3.0 ( 3 ) 19.0 ( 19 )建　　　設　　　業 100.0 ( 14 ) 7.1 ( 1 ) 14.3 ( 2 ) 0.0 ( 0 ) 78.6 ( 11 )製　　　造　　　業 100.0 ( 53 ) 26.4 ( 14 ) 66.0 ( 35 ) 1.9 ( 1 ) 5.7 ( 3 )運 輸 ・ 通 信 業 100.0 ( 17 ) 17.6 ( 3 ) 64.7 ( 11 ) 0.0 ( 0 ) 17.6 ( 3 )卸 売 ・ 小 売 業 100.0 ( 65 ) 20.0 ( 13 ) 63.1 ( 41 ) 1.5 ( 1 ) 15.4 ( 10 )金融・保険・不動産業 100.0 ( 30 ) 3.3 ( 1 ) 70.0 ( 21 ) 13.3 ( 4 ) 13.3 ( 4 )飲食店・宿泊業 100.0 ( 23 ) 21.7 ( 5 ) 60.9 ( 14 ) 4.3 ( 1 ) 13.0 ( 3 )サ　ー　ビ　ス　業 100.0 ( 100 ) 20.0 ( 20 ) 63.0 ( 63 ) 5.0 ( 5 ) 12.0 ( 12 )
計 子の人数に関わらず年5日まで 子1人で年5日、子2人以上で年10日まで その他 無回答・不明

％（件数）区　　　分調 査 産 業 計 100.0 ( 302 ) 20.2 ( 61 ) 72.5 ( 219 ) 4.6 ( 14 ) 2.6 ( 8 )１０人～２９人 100.0 ( 60 ) 40.0 ( 24 ) 53.3 ( 32 ) 5.0 ( 3 ) 1.7 ( 1 )３０人～９９人 100.0 ( 78 ) 28.2 ( 22 ) 62.8 ( 49 ) 7.7 ( 6 ) 1.3 ( 1 )１００人～２９９人 100.0 ( 64 ) 12.5 ( 8 ) 82.8 ( 53 ) 3.1 ( 2 ) 1.6 ( 1 )３００人以上 100.0 ( 100 ) 7.0 ( 7 ) 85.0 ( 85 ) 3.0 ( 3 ) 5.0 ( 5 )建　　　設　　　業 100.0 ( 14 ) 28.6 ( 4 ) 71.4 ( 10 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 )製　　　造　　　業 100.0 ( 53 ) 26.4 ( 14 ) 71.7 ( 38 ) 1.9 ( 1 ) 0.0 ( 0 )運 輸 ・ 通 信 業 100.0 ( 17 ) 17.6 ( 3 ) 70.6 ( 12 ) 5.9 ( 1 ) 5.9 ( 1 )卸 売 ・ 小 売 業 100.0 ( 65 ) 21.5 ( 14 ) 73.8 ( 48 ) 1.5 ( 1 ) 3.1 ( 2 )金融・保険・不動産業 100.0 ( 30 ) 6.7 ( 2 ) 80.0 ( 24 ) 13.3 ( 4 ) 0.0 ( 0 )飲食店・宿泊業 100.0 ( 23 ) 17.4 ( 4 ) 65.2 ( 15 ) 4.3 ( 1 ) 13.0 ( 3 )サ　ー　ビ　ス　業 100.0 ( 100 ) 20.0 ( 20 ) 72.0 ( 72 ) 6.0 ( 6 ) 2.0 ( 2 )
無回答・不明計 子の人数に関わらず年5日まで 子1人で年5日、子2人以上で年10日まで その他
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図4-1　介護休業制度の規定状況 80.054.9 86.0 94.470.0 77.2 90.576.4 96.873.5 82.2
99.0

0 20 40 60 80 100
調 査 産 業 計１０人～２９人３０人～９９人１００人～２９９人３００人以上建　　　設　　　業製　　　造　　　業運 輸 ・ 通 信 業卸 売 ・ 小 売 業金融・保険・不動産業飲食店・宿泊業サ　ー　ビ　ス　業 （％）

     ②②②②介護休業介護休業介護休業介護休業のののの期間期間期間期間    制度の規定がある事業所における介護休業が取得できる期間をみると、正規労働者においては、「通算９３日まで」が 71.0％と最も高く、次いで「通算１年まで」が 9.3％、「通算６ヶ月まで」が 6.3％、「限度がなく、必要な期間取得できる」が 3.9％となっている。（表 4-1） パートタイム労働者においては、「通算９３日まで」が 66.3％と最も高く、次いで「通算１年まで」が 6.9％、「限度がなく必要な期間取得できる」が 3.6％、「通算６ヶ月まで」が 2.7％となっている。（表 4-2） 
 表表表表 4444----1111    介護休業介護休業介護休業介護休業のののの期間期間期間期間（（（（正規労働者正規労働者正規労働者正規労働者））））    

    
 表表表表 4444----2222    介護休業介護休業介護休業介護休業のののの期間期間期間期間（（（（パートタイムパートタイムパートタイムパートタイム労働者労働者労働者労働者））））    

    
％（件数）区　　　分調 査 産 業 計 100.0 ( 335 ) 66.3 ( 222 ) 2.7 ( 9 ) 6.9 ( 23 ) 3.6 ( 12 ) 3.9 ( 13 ) 16.7 ( 56 )１０人～２９人 100.0 ( 79 ) 58.2 ( 46 ) 3.8 ( 3 ) 6.3 ( 5 ) 3.8 ( 3 ) 3.8 ( 3 ) 24.1 ( 19 )３０人～９９人 100.0 ( 86 ) 68.6 ( 59 ) 0.0 ( 0 ) 3.5 ( 3 ) 7.0 ( 6 ) 4.7 ( 4 ) 16.3 ( 14 )１００人～２９９人 100.0 ( 67 ) 79.1 ( 53 ) 1.5 ( 1 ) 4.5 ( 3 ) 1.5 ( 1 ) 3.0 ( 2 ) 10.4 ( 7 )３００人以上 100.0 ( 103 ) 62.1 ( 64 ) 4.9 ( 5 ) 11.7 ( 12 ) 1.9 ( 2 ) 3.9 ( 4 ) 15.5 ( 16 )建　　　設　　　業 100.0 ( 21 ) 23.8 ( 5 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 ) 76.2 ( 16 )製　　　造　　　業 100.0 ( 61 ) 70.5 ( 43 ) 3.3 ( 2 ) 6.6 ( 4 ) 4.9 ( 3 ) 3.3 ( 2 ) 11.5 ( 7 )運 輸 ・ 通 信 業 100.0 ( 19 ) 78.9 ( 15 ) 0.0 ( 0 ) 10.5 ( 2 ) 0.0 ( 0 ) 5.3 ( 1 ) 5.3 ( 1 )卸 売 ・ 小 売 業 100.0 ( 68 ) 64.7 ( 44 ) 1.5 ( 1 ) 10.3 ( 7 ) 2.9 ( 2 ) 5.9 ( 4 ) 14.7 ( 10 )金融・保険・不動産業 100.0 ( 30 ) 63.3 ( 19 ) 3.3 ( 1 ) 16.7 ( 5 ) 3.3 ( 1 ) 0.0 ( 0 ) 13.3 ( 4 )飲食店・宿泊業 100.0 ( 25 ) 80.0 ( 20 ) 4.0 ( 1 ) 0.0 ( 0 ) 8.0 ( 2 ) 0.0 ( 0 ) 8.0 ( 2 )サ　ー　ビ　ス　業 100.0 ( 111 ) 68.5 ( 76 ) 3.6 ( 4 ) 4.5 ( 5 ) 3.6 ( 4 ) 5.4 ( 6 ) 14.4 ( 16 )

限度がなく必要な期間 無回答・不明通算1年まで その他計 通算93日まで 通算6ヶ月まで

％（件数）区　　　分調 査 産 業 計 100.0 ( 335 ) 71.0 ( 238 ) 6.3 ( 21 ) 9.3 ( 31 ) 3.9 ( 13 ) 6.6 ( 22 ) 3.0 ( 10 )１０人～２９人 100.0 ( 79 ) 68.4 ( 54 ) 7.6 ( 6 ) 7.6 ( 6 ) 6.3 ( 5 ) 8.9 ( 7 ) 1.3 ( 1 )３０人～９９人 100.0 ( 86 ) 76.7 ( 66 ) 2.3 ( 2 ) 4.7 ( 4 ) 7.0 ( 6 ) 4.7 ( 4 ) 4.7 ( 4 )１００人～２９９人 100.0 ( 67 ) 85.1 ( 57 ) 3.0 ( 2 ) 4.5 ( 3 ) 1.5 ( 1 ) 6.0 ( 4 ) 0.0 ( 0 )３００人以上 100.0 ( 103 ) 59.2 ( 61 ) 10.7 ( 11 ) 17.5 ( 18 ) 1.0 ( 1 ) 6.8 ( 7 ) 4.9 ( 5 )建　　　設　　　業 100.0 ( 21 ) 71.4 ( 15 ) 0.0 ( 0 ) 19.0 ( 4 ) 0.0 ( 0 ) 9.5 ( 2 ) 0.0 ( 0 )製　　　造　　　業 100.0 ( 61 ) 72.1 ( 44 ) 3.3 ( 2 ) 6.6 ( 4 ) 4.9 ( 3 ) 6.6 ( 4 ) 6.6 ( 4 )運 輸 ・ 通 信 業 100.0 ( 19 ) 52.6 ( 10 ) 10.5 ( 2 ) 26.3 ( 5 ) 5.3 ( 1 ) 5.3 ( 1 ) 0.0 ( 0 )卸 売 ・ 小 売 業 100.0 ( 68 ) 75.0 ( 51 ) 1.5 ( 1 ) 11.8 ( 8 ) 2.9 ( 2 ) 7.4 ( 5 ) 1.5 ( 1 )金融・保険・不動産業 100.0 ( 30 ) 70.0 ( 21 ) 10.0 ( 3 ) 16.7 ( 5 ) 3.3 ( 1 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 )飲食店・宿泊業 100.0 ( 25 ) 84.0 ( 21 ) 4.0 ( 1 ) 0.0 ( 0 ) 4.0 ( 1 ) 0.0 ( 0 ) 8.0 ( 2 )サ　ー　ビ　ス　業 100.0 ( 111 ) 68.5 ( 76 ) 10.8 ( 12 ) 4.5 ( 5 ) 4.5 ( 5 ) 9.0 ( 10 ) 2.7 ( 3 )
その他 無回答・不明通算1年まで計 通算93日まで 通算6ヶ月まで 限度がなく必要な期間
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（（（（５５５５））））介護介護介護介護のためののためののためののための所定労働時間短縮等所定労働時間短縮等所定労働時間短縮等所定労働時間短縮等のののの措置措置措置措置    介護のための所定労働時間短縮等の措置状況をみると、就業規則に「規定している」が 73.0％で、前回調査（平成 23年度）の 78.8％と比べると、5.8ポイント減となっている。 これを規模別にみると、300人以上が 93.3％と最も高く、10～29人で 47.2％と最も低くなっている。産業別では、金融・保険・不動産業が 96.8％と最も高く、次いで運輸・通信業が 85.7％、サービス業が 74.8％の順となっている。（図 5-1） 措置の内容（複数回答）をみると、「短時間勤務制度」が 85.3％と最も高く、次いで「始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ」と「所定外労働をさせない制度」がともに 40.2％、「フレックスタイム制」が 11.1％、「介護サービス費用の助成、その他これに準ずる制度」が 2.0％となっている。（図
5-2） 

 図5-1　介護のための所定労働時間短縮等の措置73.047.2 78.0 88.793.366.769.6 85.766.3 96.867.6 74.80 20 40 60 80 100
調 査 産 業 計１０人～２９人３０人～９９人１００人～２９９人３００人以上建　　　設　　　業製　　　造　　　業運 輸 ・ 通 信 業卸 売 ・ 小 売 業金融・保険・不動産業飲 食 店 ・ 宿 泊 業サ　ー　ビ　ス　業 （％）     

 図5-2　介護のための所定労働時間短縮等の措置内容 85.340.240.211.12.0 12.70 20 40 60 80 100
短時間勤務制度始業・就業時刻の繰上げ、繰下げ所定外労働をさせない制度フレックスタイム制介護サービス費用の助成その他これに準ずる制度その他 （％）     
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（（（（６６６６））））介護休暇制度介護休暇制度介護休暇制度介護休暇制度のののの規定状況規定状況規定状況規定状況    介護休暇制度の規定状況をみると、就業規則に「規定している」が 69.0％となっている。 これを規模別にみると、300 人以上で 93.3％と最も高く、規模が小さくなるほど低くなっており、10～29人で 41.0％となっている。 また、産業別では、金融・保険・不動産業が 93.5％と最も高く、運輸・通信業が 90.5％、次いで飲食店・宿泊業が 70.6％の順となっている。（図 6） 
 図6　介護休暇制度の規定状況 69.041.0 69.0 90.193.356.760.8 90.567.4 93.570.668.10 20 40 60 80 100

調 査 産 業 計１０人～２９人３０人～９９人１００人～２９９人３００人以上建　　　設　　　業製　　　造　　　業運 輸 ・ 通 信 業卸 売 ・ 小 売 業金融・保険・不動産業飲食店・宿泊業サ　ー　ビ　ス　業 （％）         
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（（（（７７７７））））育児休業制度育児休業制度育児休業制度育児休業制度のののの利用状況利用状況利用状況利用状況    

    ①①①①育児休業対象者及育児休業対象者及育児休業対象者及育児休業対象者及びびびび取得者取得者取得者取得者のののの有無有無有無有無    育児休業対象者がいた事業所は、有効回答事業所の 30.3％となっている。 育児休業対象者がいた事業所のうち実際に育児休業を取得した者がいた事業所の割合についてみると、64.6％となっている。これを規模別にみると、30 人～99 人で 70.6％と最も高く、10～
29人で 42.1％と最も低くなっている。また、産業別では、サービス業が 76.4％と最も高く、金融・保険・不動産業が 75.0％、製造業、飲食店・宿泊業が 66.7％の順となっている。（表 7-1、図 7-1） 

    表表表表 7777----1111    育児休業育児休業育児休業育児休業対象者及対象者及対象者及対象者及びびびび取得者取得者取得者取得者のののの有無有無有無有無    

        図7-1　育児休業取得者がいた事業所割合 64.642.1 70.669.065.60.0 66.750.052.4 75.066.7 76.40 20 40 60 80
調 査 産 業 計１０人～２９人３０人～９９人１００人～２９９人３００人以上建　　　設　　　業製　　　造　　　業運 輸 ・ 通 信 業卸 売 ・ 小 売 業金融・保険・不動飲食店・宿泊業サ　ー　ビ　ス （％）

    

％（事業所数）調 査 産 業 計 100.0 ( 419 ) 30.3 ( 127 ) < 64.6 > ( 82 ) 61.8 ( 259 ) 7.9 ( 33 )１０人～２９人 100.0 ( 144 ) 13.2 ( 19 ) < 42.1 > ( 8 ) 77.8 ( 112 ) 9.0 ( 13 )３０人～９９人 100.0 ( 100 ) 34.0 ( 34 ) < 70.6 > ( 24 ) 65.0 ( 65 ) 1.0 ( 1 )１００人～２９９人 100.0 ( 71 ) 59.2 ( 42 ) < 69.0 > ( 29 ) 40.8 ( 29 ) 0.0 ( 0 )３００人以上 100.0 ( 104 ) 30.8 ( 32 ) < 65.6 > ( 21 ) 51.0 ( 53 ) 18.3 ( 19 )建　　　設　　　業 100.0 ( 30 ) 20.0 ( 6 ) < 0.0 > ( 0 ) 80.0 ( 24 ) 0.0 ( 0 )製　　　造　　　業 100.0 ( 79 ) 38.0 ( 30 ) < 66.7 > ( 20 ) 58.2 ( 46 ) 3.8 ( 3 )運 輸 ・ 通 信 業 100.0 ( 21 ) 38.1 ( 8 ) < 50.0 > ( 4 ) 61.9 ( 13 ) 0.0 ( 0 )卸 売 ・ 小 売 業 100.0 ( 89 ) 23.6 ( 21 ) < 52.4 > ( 11 ) 69.7 ( 62 ) 6.7 ( 6 )金融・保険・不動産業 100.0 ( 31 ) 12.9 ( 4 ) < 75.0 > ( 3 ) 41.9 ( 13 ) 45.2 ( 14 )飲食店・宿泊業 100.0 ( 34 ) 8.8 ( 3 ) < 66.7 > ( 2 ) 76.5 ( 26 ) 14.7 ( 5 )サ　ー　ビ　ス　業 100.0 ( 135 ) 40.7 ( 55 ) < 76.4 > ( 42 ) 55.6 ( 75 ) 3.7 ( 5 )※< >内は育児休業対象者がいた事業所に占める割合
育児休業取得者がいた区　　　分 計 対象者がいなかった 無回答・不明対象者がいた
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    ②②②②育児休業育児休業育児休業育児休業のののの取得状況取得状況取得状況取得状況    平成 23年 4月 1日～平成 24年 3月 31日を対象期間として育児休業の取得状況をみると、育児休業取得対象者のうち、育児休業を取得したのは、正規労働者においては、女性が 94.8％、男性が 1.4％、全体で 37.3％となっている。（表 7-2、図 7-2） パートタイム労働者においては、取得者は女性のみで、女性の取得対象者のうち 90.9％となっている。（表 7-3、図 7-3）（パートタイム労働者は集計数が少ないため、数値の利用上注意を要する。） 
 表表表表 7777----2222    育児休育児休育児休育児休業業業業のののの取得状況取得状況取得状況取得状況（（（（正規正規正規正規労労労労働者働者働者働者））））    

        図7-2　育児休業の取得状況（正規労働者）
37.3 25.0 50.7 45.5 25.51.4 0.0 3.3 1.5 0.9

94.8 100.0 89.2 98.2 94.9
020406080100

調 査 産 業 計 １０人～２９人 ３０人～９９人 １００人～２９９人 ３００人以上

（％）
全体男性女性

        
 

対象者（人） 取得者（人） 取得率（％） 対象者（人） 取得者（人） 取得率（％） 対象者（人） 取得者（人） 取得率（％）調 査 産 業 計 351 131 37.3 216 3 1.4 135 128 94.8１０人～２９人 12 3 25.0 9 0 0.0 3 3 100.0３０人～９９人 67 34 50.7 30 1 3.3 37 33 89.2１００人～２９９人 123 56 45.5 67 1 1.5 56 55 98.2３００人以上 149 38 25.5 110 1 0.9 39 37 94.9建　　　設　　　業 12 0 0.0 12 0 0.0 0 0 -製　　　造　　　業 140 31 22.1 109 1 0.9 31 30 96.8運 輸 ・ 通 信 業 17 8 47.1 11 2 18.2 6 6 100.0卸 売 ・ 小 売 業 44 19 43.2 24 0 0.0 20 19 95.0金融・保険・不動産業 7 4 57.1 3 0 0.0 4 4 100.0飲 食 店 ・ 宿 泊 業 4 0 0.0 4 0 0.0 0 0 -サ　ー　ビ　ス　業 127 69 54.3 53 0 0.0 74 69 93.2
女性区　　　分 全体 男性
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 表表表表 7777----3333    育児休業育児休業育児休業育児休業のののの取得取得取得取得状況状況状況状況（（（（パートタイムパートタイムパートタイムパートタイム労働者労働者労働者労働者））））    

        図7-3　育児休業の取得状況（パートタイム労働者）83.3 83.3 83.3 83.3 83.3
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

90.9 83.3 100.0 100.0 83.3
020406080100

調 査 産 業 計 １０人～２９人 ３０人～９９人 １００人～２９９人 ３００人以上

（％）
全体男性女性

    
 

対象者（人） 取得者（人） 取得率（％） 対象者（人） 取得者（人） 取得率（％） 対象者（人） 取得者（人） 取得率（％）調 査 産 業 計 24 20 83.3 2 0 0.0 22 20 90.9１０人～２９人 6 5 83.3 0 0 - 6 5 83.3３０人～９９人 6 5 83.3 1 0 0.0 5 5 100.0１００人～２９９人 6 5 83.3 1 0 0.0 5 5 100.0３００人以上 6 5 83.3 0 0 - 6 5 83.3建　　　設　　　業 0 0 - 0 0 - 0 0 -製　　　造　　　業 4 3 75.0 1 0 0.0 3 3 100.0運 輸 ・ 通 信 業 1 1 100.0 0 0 - 1 1 100.0卸 売 ・ 小 売 業 1 1 100.0 0 0 - 1 1 100.0金融・保険・不動産業 0 0 - 0 0 - 0 0 -飲 食 店 ・ 宿 泊 業 2 2 100.0 0 0 - 2 2 100.0サ　ー　ビ　ス　業 16 13 81.3 1 0 0.0 15 13 86.7

全体 男性 女性区　　　分
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（（（（８８８８））））従業員従業員従業員従業員のののの育児育児育児育児休業休業休業休業取得時取得時取得時取得時のののの対応対応対応対応    従業員が育児休業を取得した際の対応についてみると、何らかの対応をとった事業所の割合が32.2％となっている。 これを規模別にみると、100人～299人で 56.3％と最も高く、10～29人で 13.2％と最も低くなっている。また、産業別では、金融・保険・不動産業が 58.1％と最も高く、次いでサービス業が
40.7％、製造業が 32.9％の順となっている。（図 8-1） 対応の方法についてみると、「代替要員を採用せず、他の従業員に仕事を割り振った」が 67.4％で最も高く、次いで「アルバイト・パートを採用した」が 25.2％、「派遣労働者を採用した」が
16.3％、「正規労働者を採用した」が 15.6％となっている。（図 8-2） 

    図8-1　育児休業取得時の対応32.213.2 32.0 56.342.36.7 32.923.825.8 58.117.6 40.70 20 40 60
調 査 産 業 計１０人～２９人３０人～９９人１００人～２９９人３００人以上建　　　設　　　業製　　　造　　　業運 輸 ・ 通 信 業卸 売 ・ 小 売 業金融・保険・不動飲食店・宿泊業サ　ー　ビ　ス （％）

    

    図8-2　育児休業取得時の対応内容 67.425.216.315.614.10 20 40 60 80
代替要員を採用せず、他の従業員に仕事を割り振ったアルバイト・パートを採用した派遣労働者を採用した正規労働者を採用したその他 （％）

    

    

    

    



 24 

（（（（９９９９））））仕事仕事仕事仕事とととと家庭家庭家庭家庭のののの両立両立両立両立をををを推進推進推進推進するためにするためにするためにするために実施実施実施実施しているしているしているしている措置措置措置措置    仕事と家庭の両立を推進するために実施している措置についてみると、何らかの措置を実施している事業所の割合が 81.6％となっている。 これを規模別にみると、100人～299人で 95.8％と最も高く、10～29人で 65.3％と最も低くなっている。また、産業別では、運輸・通信業が 95.2％と最も高く、次いで金融・保険・不動産業が 93.5％、サービス業が 85.9％の順となっている。（図 9-1） 仕事と家庭の両立を推進するために実施している措置の内容（複数回答）をみると、「労働時間等の設定改善の取組」が 45.3％と最も高く、次いで「女性や高齢者が再就職や継続就業できる機会の提供」が 35.6％、「正規労働者から非正規労働者に身分を変更して働くことができる」が 29.6％、「一般事業主行動計画を策定・届出」が 25.8％、「柔軟な働き方を支える制度整備」が 24.6％、「過重労働及びメンタルヘルス相談窓口の設置」が 17.4%、「男性の育児休業等の取得促進に向けた環境整備」が 15.3％となっている。（図 9-2）     図9-1　仕事と家庭の両立推進のための措置実施状況81.665.3 85.0 95.891.356.7 82.3 95.277.5 93.576.5 85.90 20 40 60 80 100
調 査 産 業 計１０人～２９人３０人～９９人１００人～２９９人３００人以上建　　　設　　　業製　　　造　　　業運 輸 ・ 通 信 業卸 売 ・ 小 売 業金融・保険・不動飲食店・宿泊業サ　ー　ビ　ス （％）         

図9-2　仕事と家庭の両立推進のための措置の実施内容 45.335.629.625.824.617.415.30.70 10 20 30 40 50

労働時間等の設定改善の取組女性や高齢者が再就職や継続就業できる機会の提供正規労働者から非正規労働者に身分を変更して働くことができる一般事業主行動計画を策定・届出柔軟な働き方を支える制度整備過重労働及びメンタルヘルス相談窓口の設置男性の育児休業等の取得促進に向けた環境整備その他の取組 （％）     
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（（（（10101010））））短時間正社員制度短時間正社員制度短時間正社員制度短時間正社員制度    ①①①①短時間正社員制度短時間正社員制度短時間正社員制度短時間正社員制度のののの導入状況導入状況導入状況導入状況    短時間正社員制度の導入状況をみると、短時間正社員制度を「導入している」が 18.9％となっており、内訳をみると、「制度はないが運用している」が 9.8％、「制度がある」が 9.1％となっている。       また、「導入している」を規模別にみると、100～299 人で 24.0％と最も高く、30 人～99 人で
15.0％と最も低くなっている。産業別では、運輸・通信業が 28.5％と最も高く、次いで飲食店・宿泊業が 26.4％、建設業が 23.3％となっている。（表 10-1）       導入目的の内容（複数回答）をみると、「女性の雇用の維持」が 54.4％と最も高く、次いで「社員の定着」が 43.0％、「高齢者の雇用の維持」が 34.2％、「社員の勤労意欲の向上」が 31.6％、「人材の新規獲得」が 15.2％「企業イメージや評価の向上」が 8.9％となっている。（図 10-1） 

 表表表表 10101010----1111    短時間正社員制度短時間正社員制度短時間正社員制度短時間正社員制度のののの導入導入導入導入    

        
 図10-1　短時間正社員制度の導入目的 54.443.034.231.615.28.96.30 20 40 60

女性の雇用の維持社員の定着高齢者の雇用の維持社員の勤労意欲の向上人材の新規獲得企業イメージや評価の向上その他 （％）
 

 

％（件数）調 査 産 業 計 100.0 ( 419 ) 18.9 ( 79 ) 9.1 ( 38 ) 9.8 ( 41 ) 78.8 ( 330 ) 2.4 ( 10 )１０人～２９人 100.0 ( 144 ) 20.9 ( 30 ) 6.3 ( 9 ) 14.6 ( 21 ) 74.3 ( 107 ) 4.9 ( 7 )３０人～９９人 100.0 ( 100 ) 15.0 ( 15 ) 7.0 ( 7 ) 8.0 ( 8 ) 83.0 ( 83 ) 2.0 ( 2 )１００人～２９９人 100.0 ( 71 ) 24.0 ( 17 ) 12.7 ( 9 ) 11.3 ( 8 ) 76.1 ( 54 ) 0.0 ( 0 )３００人以上 100.0 ( 104 ) 16.3 ( 17 ) 12.5 ( 13 ) 3.8 ( 4 ) 82.7 ( 86 ) 1.0 ( 1 )建　　　設　　　業 100.0 ( 30 ) 23.3 ( 7 ) 3.3 ( 1 ) 20.0 ( 6 ) 76.7 ( 23 ) 0.0 ( 0 )製　　　造　　　業 100.0 ( 79 ) 13.9 ( 11 ) 3.8 ( 3 ) 10.1 ( 8 ) 82.3 ( 65 ) 3.8 ( 3 )運 輸 ・ 通 信 業 100.0 ( 21 ) 28.5 ( 6 ) 19.0 ( 4 ) 9.5 ( 2 ) 71.4 ( 15 ) 0.0 ( 0 )卸 売 ・ 小 売 業 100.0 ( 89 ) 19.1 ( 17 ) 9.0 ( 8 ) 10.1 ( 9 ) 76.4 ( 68 ) 4.5 ( 4 )金融・保険・不動産業 100.0 ( 31 ) 16.2 ( 5 ) 9.7 ( 3 ) 6.5 ( 2 ) 83.9 ( 26 ) 0.0 ( 0 )飲食店・宿泊業 100.0 ( 34 ) 26.4 ( 9 ) 17.6 ( 6 ) 8.8 ( 3 ) 70.6 ( 24 ) 2.9 ( 1 )サ　ー　ビ　ス　業 100.0 ( 135 ) 17.7 ( 24 ) 9.6 ( 13 ) 8.1 ( 11 ) 80.7 ( 109 ) 1.5 ( 2 )
計区　　　分 導入している 無回答・不明導入していない制度がある 制度はないが運用している
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②②②②短時間正社員制度短時間正社員制度短時間正社員制度短時間正社員制度のののの内容内容内容内容    短時間正社員制度を導入している事業所について、制度の内容をみると、「正社員から短時間正社員へ一時的に移行して働くことができる」が 48.1％で最も多く、「正社員から短時間正社員へ恒常的に、または期間を定めず移行し、働くことができる」が 34.2％、「パートから短時間正社員へ登用され、働くことができる」が 26.6％となっている。（表 10-2、図 10-2）     表表表表 10101010----2222    短時間正社員制度短時間正社員制度短時間正社員制度短時間正社員制度のののの内容内容内容内容    

    
 図10-2　短時間正社員制度の内容 48.134.226.67.60 10 20 30 40 50

正社員から一時的に移行正社員から恒常的に、または期間を定めず移行パートから短時間正社員へ登用その他 （％）
 

 

    

    

％（件数）区　　　分調 査 産 業 計 100.0 ( 79 ) 48.1 ( 38 ) 34.2 ( 27 ) 26.6 ( 21 ) 7.6 ( 6 )１０人～２９人 100.0 ( 30 ) 36.7 ( 11 ) 40.0 ( 12 ) 33.3 ( 10 ) 6.7 ( 2 )３０人～９９人 100.0 ( 15 ) 46.7 ( 7 ) 26.7 ( 4 ) 33.3 ( 5 ) 13.3 ( 2 )１００人～２９９人 100.0 ( 17 ) 35.3 ( 6 ) 52.9 ( 9 ) 35.3 ( 6 ) 11.8 ( 2 )３００人以上 100.0 ( 17 ) 82.4 ( 14 ) 11.8 ( 2 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 )建　　　設　　　業 100.0 ( 7 ) 0.0 ( 0 ) 57.1 ( 4 ) 0.0 ( 0 ) 42.9 ( 3 )製　　　造　　　業 100.0 ( 11 ) 36.4 ( 4 ) 54.5 ( 6 ) 18.2 ( 2 ) 0.0 ( 0 )運 輸 ・ 通 信 業 100.0 ( 6 ) 83.3 ( 5 ) 0.0 ( 0 ) 16.7 ( 1 ) 0.0 ( 0 )卸 売 ・ 小 売 業 100.0 ( 17 ) 58.8 ( 10 ) 17.6 ( 3 ) 23.5 ( 4 ) 0.0 ( 0 )金融・保険・不動産業 100.0 ( 5 ) 40.0 ( 2 ) 40.0 ( 2 ) 80.0 ( 4 ) 0.0 ( 0 )飲食店・宿泊業 100.0 ( 9 ) 44.4 ( 4 ) 44.4 ( 4 ) 22.2 ( 2 ) 11.1 ( 1 )サ　ー　ビ　ス　業 100.0 ( 24 ) 54.2 ( 13 ) 33.3 ( 8 ) 33.3 ( 8 ) 8.3 ( 2 )※複数回答

その他制度を導入している事業所計 正社員から一時的に移行 正社員から恒常的に、または期間を定めず移行 パートから短時間正社員へ登用
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（（（（11111111））））在宅勤務制度在宅勤務制度在宅勤務制度在宅勤務制度    在宅勤務制度の導入状況をみると、制度を「導入している」が 3.4％となっており、内訳をみると、「制度はないが運用している」が 2.9％、「制度がある」が 0.5％となっている。       また、「導入している」を規模別にみると、10人～29人で 4.9％と最も高く、300人以上で 0.0％と最も低くなっている。産業別では、建設業が 6.7％と最も高く、次いで卸売・小売業が 4.5％、製造業が 3.8％となっている。（表 11-1）       導入目的（複数回答）をみると、「女性の雇用の維持」が 50.0％と最も高く、次いで「高齢者の雇用の維持」が 42.9％、「社員の定着」と「社員の勤労意欲の向上」がともに 21.4％、「人材の新規獲得」が 14.3％となっている。（図 11-1） 在宅勤務制度の内容としては、「事務系プログラム、システムエンジニア」（製造業）、「経理一般事務」「翻訳」（卸売・小売業）、「契約書の作成、確認」（サービス業）などの回答があった。 
 表表表表 11111111----1111    在宅勤務在宅勤務在宅勤務在宅勤務制度制度制度制度のののの導入導入導入導入    

        図11-1　在宅勤務制度の導入目的 50.042.921.421.414.30.0 28.60 10 20 30 40 50 60
女性の雇用の維持高齢者の雇用の維持社員の定着社員の勤労意欲の向上人材の新規獲得企業イメージや評価の向上その他 （％）         

 

％（件数）調 査 産 業 計 100.0 ( 419 ) 3.4 ( 14 ) 0.5 ( 2 ) 2.9 ( 12 ) 94.3 ( 395 ) 2.4 ( 10 )１０人～２９人 100.0 ( 144 ) 4.9 ( 7 ) 0.0 ( 0 ) 4.9 ( 7 ) 90.3 ( 130 ) 4.9 ( 7 )３０人～９９人 100.0 ( 100 ) 4.0 ( 4 ) 1.0 ( 1 ) 3.0 ( 3 ) 94.0 ( 94 ) 2.0 ( 2 )１００人～２９９人 100.0 ( 71 ) 4.2 ( 3 ) 1.4 ( 1 ) 2.8 ( 2 ) 95.8 ( 68 ) 0.0 ( 0 )３００人以上 100.0 ( 104 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 ) 99.0 ( 103 ) 1.0 ( 1 )建　　　設　　　業 100.0 ( 30 ) 6.7 ( 2 ) 0.0 ( 0 ) 6.7 ( 2 ) 93.3 ( 28 ) 0.0 ( 0 )製　　　造　　　業 100.0 ( 79 ) 3.8 ( 3 ) 1.3 ( 1 ) 2.5 ( 2 ) 91.1 ( 72 ) 5.1 ( 4 )運 輸 ・ 通 信 業 100.0 ( 21 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 ) 100.0 ( 21 ) 0.0 ( 0 )卸 売 ・ 小 売 業 100.0 ( 89 ) 4.5 ( 4 ) 0.0 ( 0 ) 4.5 ( 4 ) 92.1 ( 82 ) 3.4 ( 3 )金融・保険・不動産業 100.0 ( 31 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 ) 0.0 ( 0 ) 100.0 ( 31 ) 0.0 ( 0 )飲食店・宿泊業 100.0 ( 34 ) 2.9 ( 1 ) 0.0 ( 0 ) 2.9 ( 1 ) 91.2 ( 31 ) 5.9 ( 2 )サ　ー　ビ　ス　業 100.0 ( 135 ) 2.9 ( 4 ) 0.7 ( 1 ) 2.2 ( 3 ) 96.3 ( 130 ) 0.7 ( 1 )
無回答・不明区　　　分 計 導入している 導入していない制度がある 制度はないが運用している


